
平成29年度双葉町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その１）
No. 区分 ページ 条項 質問 回答

1 入札説明書 6
7(6)ｲ
(ｲ)、(ｴ)

技術提案書（詳細）において、本文を補足するための写真や図表はカラーで
よろしいでしょうか。また、図表に使用する文字の大きさに制約はあります
でしょうか。

写真、図表等にモノクロ・カラーの指定はありません。また、図表に使用す
る文字の大きさにも制限はありませんが、読み取れない場合は評価されない
場合もありますのでご注意願います。

2 現場説明事項 2
第1章
4.

廃棄物及び除去土壌等を搬入する仮置場の出入口は一つでしょうか。それと
も廃棄物用の出入口、除去土壌等用の出入口に分かれていますか。

仮置場については未確定のため、現状では想定として分かれているものとし
ます。

3 現場説明事項 2
第1章
5.

町道109号線（鴻草・若松線）においては、同意取得は必要無し。と記載さ
れていますが、工事契約後、即時に着手可能でしょうか。

道路管理者との協議を要します。
道路名について相違があるため正誤修正させていただきます。（若松線→寺
松線）

4 現場説明事項 4
第1章

17.その他
元方安全衛生管理者を補助する者について、必要資格があるのでしょうか。 １級土木施工管理技士の資格を有することとします。

5 特記仕様書 2
第一編
5.(8)

放射線管理責任者は・・・他の建物解体等工事の放射線管理責任者と兼任可
とする。とありますが、環境省が発注する同市町村内における除染等工事も
含まれるのでしょうか。

貴見のとおりです。

6 特記仕様書 4
第二編第1章

1.
解体対象建物等が５５件ですが、所在地をご教示願います。

契約締結後に提示します。

7 特記仕様書 4
第二編第1章

1.
５５件の解体対象建物等は、除染等を行う県道及び町道それぞれの沿線にな
りますでしょうか。

契約締結後に提示します。

8 特記仕様書 22
第三編第3章

5.
運搬計画、工程を立案するため、仮置場までの使用可能な輸送ルートをご教
示願います。

現状では特記仕様書明記の距離で立案をお願いします。
詳細は契約締結後に提示します。
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9 本工事費内訳書 労務単価
環境省より平成29年3月に公表された労務単価が適用されていると考えてよ
ろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

10 本工事費内訳書 資材単価 資材単価の適用月は、平成29年9月と考えてよろしいでしょうか。 資材単価の適用月は、平成29年10月です。

11 本工事費内訳書 機械損料
建物解体撤去工事及び除染工事とも、被災地における建設機械損料の補正
（ブルドーザ、バックホウ、ダンプトラックについて、運転時間1時間当た
り損料を5％割増）は、適用されていると考えてよろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

12 本工事費内訳書
共通仮設費、
現場管理費

建物解体撤去工事及び除染工事とも、共通仮設費率及び現場管理費率に復興
係数（共通仮設費率×1.5、現場管理費率×1.2）を乗じると考えてよろしい
でしょうか。

貴見のとおりです。

13 本工事費内訳書 一般管理費等
契約保証費の率分（0.04％）は、建物解体撤去工事及び除染工事のそれぞれ
に計上されていると考えてよろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

14 本工事費内訳書 14
その他直接工

事費
杭引き抜き工事（一式）の内訳をご教示願います。

摩擦杭　300φ～500φ　24m　98本を想定しています。杭引抜き工事に使用
する重機運搬費等については含まれていないため、精算対象とします。

15 本工事費内訳書 14
その他直接工

事費
アスベスト撤去（一式）の内訳をご教示願います。

天井部（水平面）の吹付石綿除去手間　厚さ20～30mm、面積500㎡を想定し
ております。除去面積、仮設工事、安全施設費、梱包材、運搬費、粉塵濃度
測定費等は、精算対象とします。


